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理事会・評議員会を開催しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年度第 2 回理事会 

日時：3 月 12 日（日）16 時～ 会場：福井県社会福祉センター 2 階身障第 2 研修室  

理事 6 名に対し出席理事 5 名により、全議題が可決・承認されました。 

【決議事項】 

第 1 号議題 令和 5 年度事業計画（案）、第 2 号議題 令和 5 年度収支予算（案）、第 3 号議題 クレ

ジットカード等取扱規程について、第 4 号議題 経理規程改正について、第 5 号議題 令和 4 年度第 2

回評議員会の招集決議について 

【報告事項】 

理事長及び業務執行理事の職務状況 

令和 4 年度第 2 回評議員会 

日時：3 月 25 日（土）10 時～ 会場：福井県社会福祉センター 3 階老人研修室 

評議員 7 名に対し出席評議員 5 名により、全議題が可決・承認されました。 

【決議事項】 

第 1 号議題 令和 5 年度事業計画（案）、第 2 号議題 令和 5 年度収支予算（案） 

令和 5 年度第 1 回理事会 

 日時：6 月 4 日（日）13 時 30 分～ 会場：県社会福祉センター 3 階老人研修室 

理事 6 名に対し出席理事 5 名により、全議題が可決・承認されました。 

【決議事項】 

第 1 号議題 令和 4 年度事業報告について、第 2 号議題 令和 4 年度計算関係書類並びに財産目録の

承認について、第 3 号議題 定款改定について、第 4 号議題 定款施行細則改正について、第 5 号議題 

評議員選任・解任委員運営細則改定について、第 6 号議題 役員等報酬規程について、第 7 号議題 理

事および監事候補者の推薦について、第 8 号議題 定時評議員会の招集について 

【報告事項】 

理事長及び業務執行理事の職務状況の報告 

令和 5年度定時評議員会 

日時：6月 25日（日）午前 10時～ 会場：福井県社会福祉センター 1階大会議室 

評議員 7名に対し出席評議員 7名により、全議題が可決・承認されました。 

【報告事項】  

令和 4 年度事業報告 

【決議事項】 

第 1 号議題 計算書類等並びに財産目録の承認について、第 2 号議題 定款改定について、第 3 号議

題 評議員・役員の報酬等に関する規程について、第 4 号議題 理事及び監事の選任について 

【報告事項】 

令和 4 年度事業報告 

令和 5 年度第 2 回理事会 

日時：6 月 25 日（日）13 時 30 分～ 会場：福井県社会福祉センター １階大会議室 

理事 6 名に対し出席理事 5 名により、全議題が可決・承認されました。 

【決議事項】 

第 1号議題 理事長選定について 

(ご報告) 

選定の結果、理事長に村上健が就任しました。 
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県内の市の意思疎通支援担当者もしくは手話通訳者をご紹介します 

（ご挨拶）前期に引き続きまして理事長を拝命いたしました。法人の理念に基づき聴覚障がい者の福祉

向上に貢献することができるよう精一杯努めてまいりたいと存じますので、今後とも、変わらぬ ご支援、

ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。     

                            理事長 村上 健 

 

 

 

しあわせ福井スポーツ協会 総会に施設長が出席しました。 

日時：5 月 25 日(木)14:30～15:30 県営体育館 

 全国聴覚障害者情報提供施設協議会 大会及び総会に施設長が出席しました。 

日時:6 月 23 日(金)9：45～15：30 やまなしプラザ(山梨県) 

 （内容）聴覚障害者情報提供施設における相談の在り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あわら市】 
①津谷 留美        

②あわら市 健康福祉部 福祉課     

③主に意思疎通支援事業に関することを担当しています。 

（手話通訳者や要約筆記者の派遣コーディネートや窓口での手話通訳・相談

等）④・福祉課にタブレットを設置し、ビデオ通話による連絡等のやりとりが

可能となりました。｟登録者のみ｠  

・タクシー等利用の際に使える「指差しシート」を配布しています。（市内の主

な施設がマークや写真で分かりやすくなっています）   

・市長定例記者会見に手話通訳と字幕をつけています。       

⑤"福井県の北の玄関口であるあわら市は、温泉をはじめ豊かな自然と広大な湖、歴史、伝統、文化が息づく魅力

あふれるまちです。現在、北陸新幹線県内延伸に向け芦原温泉駅周辺の整備を進めています。３月には芦原温泉

駅西口に賑わい施設「アフレア」がオープンしました。また、４月 22日には「道の駅蓮如の里あわら」がオープンし

ます。新幹線開業に向けてより一層盛り上がるあわら市にぜひお越しください。" 

 

【坂井市】 

①長谷川智美     豊田 幸代 

②坂井市福祉事務所（坂井市健康福祉部） 

③現在は地域包括支援センターなどの関係機関

と連携し、高齢者支援業務に携わっています。 

現在は地域福祉に関する業務（民生・児童委員や地域共生推進会議等）を担当しています。 

④ タブレット端末を社会福祉課に配置し、ビデオ通話や文字チャットにより連絡ができる体制になっています。通

訳者派遣手続きもＷｅｂフォームから申請可能です。（ＦＡＸでの申請も引き続き可能です） 

⑤ 坂井市ではふるさと納税などの寄附金の使い道を「寄附市民参画制度」により、市民の皆様から募集していま

す。提案された事業については、検討委員会で審議されます（検討委員の半数は市民の代表者で、市民目線で使

い道が決められています）。寄附金は丸岡城や東尋坊などの観光に関する事業、若者が地元で同窓会を開催する

ときの支援金、坂井市にＵＩＪターンされた方の奨学金返還支援など多数の事業に活用されています。 

坂井市に移住し、聞こえない方が暮らしやすいまちづくりへの企画提案をしてみませんか。 

坂井市では、一つの相談窓口では解決が難しい福祉に関するお困りごとを、各課・各支援機関が連携しながら解

決に向けて一緒に考える支援体制を推進しています。「ここ」で「個々」に応じたサポートを。健康福祉部のどの課

職員が出席・参加しました 

内 容 
① 名前 

② 所属 

③ 仕事の内容 

④ 市の実施している聴覚障がい者への配慮とは？ 

⑤ わが市、わが町のピーアールをお願いします 
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有料道路における障がい者割引制度について 

の窓口でも、分野を問わずお話を伺いますので、遠慮なくご相談ください。 

 

【越前市】 

①城戸 裕美 

②越前市役所 市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉グループ 

③派遣のコーディネート及び庁内での手話通訳 障がい福祉窓口業務 

④手話マーク・筆談マークを設置 

 窓口には音声文字変換アプリ「こえとら」を入れたタブレットを設置しています。 

 また、ブギーボードも設置しており筆談での対応も可能です。 

⑤2024年春の北陸新幹線越前たけふ駅開業に向け、駅周辺整備が進んでいます。みなさん、ぜひ遊びに来てく

ださい。 

 

【勝山市】 

①北坂 政敏（但し、設置通訳者ではありません） 

②勝山市役所 福祉児童課 社会福祉係 → 4月からは「福祉課」 

③意思疎通支援者の通訳派遣に関する業務 

④市役所本庁と福祉健康センターの施設間において、オンライン相談ができるビデオシステム「ZOOM」専用端末

を設置。 福祉健康センターの窓口に、筆談ができるよう「電子メモパッド」を配置。 

⑤恐竜博物館は、リニューアルのため休館中です。再開は来年の春です。楽しみにしてください。 

「はたや記念館ゆめおーれ勝山」は、織物の世界が楽しめる文化財です。織物産業の歴史・織物のしくみが学べま

す。「平泉寺白山神社」、「スキージャム勝山」、「越前大仏、勝山城博物館」なども見どころの一つとなっています。

お気軽お越しください。 

 

 

2023年3月から有料道路における障がい者割引制度を見直し、「1人 1台要件の緩和」と「オンライン申請

を導入(マイナンバーカード登録者のみ)」しました。 

①既に身体障がい者手帳又は療育手帳に割引有効期限内のシールを貼付済の方は、事前登録されていない

自動車を利用するために新たな申請手続きを行っていただく必要はありません 

②障害者割引は、これまで事前登録された自動車に限りご利用いただけておりましたが、事前登録された自

動車をご利用いただけないお客さま(※)も、新たにご利用可能となりました。 

※「自動車を保有していない」または「車検等により事前登録された自動車がやむを得ず使用できない」 
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お客さま主な注意事項 

①レンタカー、車検中の代車、知人の車等、事前登録された自動車以外でも障害者割引の利用が可能となり

ます。 

②レンタカーや代車の利用OK！ 

重度の障害をお持ちの方（手帳に「道路介護」シールを貼付の場合）であれば、タクシー等を利用する場合な

ど、障害者割引の利用が可能となります。（※） 

 

※詳しくは住んでいる各市町村の障がい福祉課に行ってください※ 

 
日 時：令和 5年 5月 31日（火） 

午後 1時 30分～3時 30分  

会 場：大野市 結とぴあ 

参加者：13名 

内 容：カローリング 談話交流会 

 

 

～参加者の感想をご紹介します～ 

◆  Ⅿさん  

自転車のルールと高速道路料金割引などのお話を聞いて、分かりやすかったです。そして、カローリング

は、障スポで見たことがありました。それをやってみたら、目的までどれくらい近づけるか争いました。２チー

ムに分けてどれくらいの点数をつけるのが楽しかったです。  

◆  Ｔさん 

みんなとても楽しそうでした。私もストーンを投げましたが、大きくそれてしまいました。また開催して欲しいで

す。 

◎令和 5年度福井県手話奉仕員養成レベルアップ講座〔A.福井会場/昼間〕 

令和 5年 9月 12日～令和 5年 12月 26日（計 16回） 毎週火曜日 午前 10時～12時 

◎令和 5年度福井県手話奉仕員養成レベルアップ講座〔B.福井会場/夜間〕 

令和 5年 9月 12日～令和 5年 12月 26日（計 16回） 毎週火曜日 午後 7時～9時  

◎令和 5年度福井県手話奉仕員養成レベルアップ講座〔B.嶺南会場/夜間〕 

令和 5年 9月 13日～令和 5年 12月 27日（計 16回） 毎週水曜日 午後 7時～9時  

各講座募集〆切： 7月 12日（水）  

◎令和 5年度福井県手話通訳者養成ステップアップ講座のご案内[嶺北会場] 

【実  技】 8/5～11/18（休講日 8/12、9/9、10/7、10/14、10/21）毎週土曜日 午後 1時～3時 

◎令和 5年度福井県手話通訳者養成ステップアップ講座のご案内[嶺南会場] 

【実  技】 8/8～11/7 （休講日 8/15、9/5、9/12） 毎週火曜日 午後 7時～9時 

【特別講義】 7/22(土)又は 7/23(日）のいずれか 

各講座募集〆切：7月 10日（月） 

※詳しくは、福井県聴覚障がい者センターホームページを見てください  

福井地震から今年で 75 年。NHK 福井放送局の取材に、ろう者が実体験を語り、6 月 28 日(水)

の NHK ニュースザウルスふくいで放送されました。放送後も下記より観ることができます。 

当センターについても紹介されていますよ！是非ご覧ください！！  

https://www.nhk.or.jp/fukui/←NHK福井放送局サイトへ 

奥越地区 聴覚障がい者交流会を開催しました 

センターからのお知らせ📺 

 

 

講座のお知しらせ 
 

https://www.nhk.or.jp/fukui/

